
令和７年度遠軽町高齢者等暖房費高騰対策助成金
対象者確認フローチャート

令和７年度の住民税が

非課税世帯である。 助
成
金
の
対
象
に
な
ら
な
い
方
で
す
。

令和７年１２月１日現在で、

次のいずれかに該当する世帯である。

①世帯主が満７０歳以上の世帯

②重度障がい者の方がいる世帯

・ 身体障害者手帳１級または２級

・ 療育手帳Ａ判定

・ 精神障害者手帳１級

③ひとり親世帯

（満１８歳までのお子さんがいる世帯）

④生活保護受給世帯

いいえ

助成金の対象になる方です。

はい

社会福祉施設等の入所または

長期入院をしていない。

はい

はい

いいえ

いいえ


